
 資料５  
 

◆栃木市介護予防・生活支援サービスの基準について（令和 2年 4月改正） 

 

【訪問型サービスの基準】 

種別 
訪問介護相当サービス 

（従前の介護予防訪問介護） 

緩和した基準による訪問型サービス 

（市独自訪問型サービス） 

サービス 

内容 

●身体介護（入浴・排泄・食事の介助） 

○生活援助（掃除や整理整頓） 

○生活必需品の買い物 

○食事の準備や調理 

○衣類の洗濯や整理 

○薬の受け取り など 

〇生活援助（掃除や整理整頓） 

〇ゴミの分別やゴミ出し 

○生活必需品の買い物 

○食事の準備や調理 

○衣類の洗濯や整理 

※身体介護の提供はなし 

提供時間 １回６０分程度 １回４５分未満 

提供者 指定事業者 指定事業者（新規に市が指定） 

従事者 

介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者 

（従前の介護予防訪問介護と同様） 

介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者 

及び市が指定する研修「栃木市生活サポー

ター（あったかいご員）養成講座」の修了者 

単価 

【従前の介護予防訪問介護と同様】 

訪問Ⅰ（週１回）1,172単位／月 

訪問Ⅱ（週２回）2,342単位／月 

訪問Ⅲ（週２回超）3,715 単位／月 

※加算についても従前同様 

【従前の介護予防訪問介護の 80％】 

訪問Ⅰ（週１回）938 単位／月 

訪問Ⅱ（週 2回）1,874 単位／月 

訪問Ⅲ（週 2回超）2,972 単位／月 

※加算は初回加算のみ 200単位／月 

（基準） 予防給付の基準を準用 人員を緩和した基準 

人員 

①管理者 常勤・専従１人以上（兼務可） 

②訪問介護員等 常勤換算 2.5 人以上 

（資格要件：介護福祉士、介護職員初任

者研修等修了者） 

③サービス提供責任者 常勤の訪問介護員

等のうち利用者 40人に対し 1人以上 

（資格要件：介護福祉士、介護職員初任

者研修等修了者） 

①管理者 専従１人以上（兼務可） 

②従事者 必要数 

（資格要件：介護福祉士、介護職員初任者

研修等修了者、その他市が指定する研修

「栃木市生活サポーター（あったかいご

員）養成講座」の修了者） 

③訪問事業責任者 従事者のうち必要数 

（資格要件：従事者に同じ） 

設備 

①事業の運営に必要な広さを有す 

 る専用の区画 

②必要な設備・備品 

①事業の運営に必要な広さを有する 

 専用の区画 

②必要な設備・備品 

運営 

①運営規程等の説明・同意 

②提供拒否の禁止 

③訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の

管理 

④秘密保持等 

⑤事故発生時の対応 

⑥廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

①運営規程（生活援助のみ）等の説明・同意 

②提供拒否の禁止 

③訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の

管理 

④秘密保持等 

⑤事故発生時の対応 

⑥廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

※単価１０．２１円（７級地） 



 

 

【通所型サービスの基準】 

種別 
通所介護相当サービス 

（従前の介護予防通所介護） 

緩和した基準による通所型サービス 

（市独自通所型サービス） 

サービス 

内容 

●入浴・食事 

○生活機能向上のための機能訓練 

○レクリエーション など 

 

〇運動 

〇レクリエーション 

※入浴の提供はなし 

※食事は希望により提供可 

※送迎あり 

提供時間 平均 3時間以上９時間未満 平均 2時間以上９時間未満 

提供者 指定事業者 指定事業者（新規に市が指定） 

従事者 

 

看護師、機能訓練指導員、生活相談員 

（従前の介護予防通所介護と同様） 

15人まで専従１以上 

（資格要件なし） 

単価 

【従前の介護予防通所介護と同様】 

要支援１相当 1,655 単位／月 

要支援２相当 3,393 単位／月 

※加算についても従前同様 

【従前の介護予防通所介護の 80％】 

要支援１相当 1,324 単位／月 

要支援２相当 2,714 単位／月 

※加算なし 

（基準） 予防給付の基準を準用 人員を緩和した基準 

人員 

①管理者 常勤・専従１人以上（兼務可） 

②生活相談員等 専従 1人以上 

③看護職員 専従１人以上 

（定員 10人以下の場合は、看護職員又は 

介護職員いずれか１人以上） 

④介護職員 

15人まで 専従 1以上 

 15人超 利用者 1人に専従 0.2 人以上 

（生活相談員・介護職員の１以上は常勤） 

⑤機能訓練指導員 １人以上 

①管理者 

 専従１以上（兼務可・資格要件なし） 

②従事者（資格要件なし） 

 15人まで 専従 1以上 

 15人超  利用者 1人に必要数 

設備 

①食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 

②静養室・相談室・事務室 

③消火施設その他の非常災害に必要な設備 

④必要なその他の設備・備品 

①サービスを提供するために必要な場所 

（3㎡×利用定員以上） 

②消火設備その他の非常災害に必要な設備 

③必要なその他の設備・備品 

運営 

①運営規程等の説明・同意 

②提供拒否の禁止 

③従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

④秘密保持等 

⑤事故発生時の対応 

⑥廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

①運営規程（生活援助のみ）等の説明・同意 

②提供拒否の禁止 

③従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

④秘密保持等 

⑤事故発生時の対応 

⑥廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

※単価１０．１４円（７級地） 


